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貿易書類を記入

貿易を進めていく段階で、契約が締結され契約

書を作成します。その後輸出者は、契約内容に基

づき、右記に記載の船積書類を準備します。今回

は船積書類の中で、①インボイス、②パッキン

グ・リスト、③原産地証明書、④船積依頼書につ

いて、作成例をまとめました。

【必要な船積書類】

主要書類：インボイス、船荷証券、海

上保険証券、パッキング・リスト

補足書類：原産地証明書、容積重量証

明書、領事送り状、船積依頼書など

①作成年月日

インボイス番号

契約書番号

作成年月日は、インボイスを

作成した年月日。

②輸入者名・住所

③積載船名

④船積年月日

⑤船積港

⑥陸揚港

⑦決済方法

支払期日や支払方法（T/T【電

信送金】、L/C【信用状】）

などを記載。

※L/Cの場合、信用状発行銀

行や信用状番号も記載。

⑧信用状発行銀行

信用状番号

信用状発行日付

⑨荷印・荷番号

⑩船積みした荷物の詳細

商品名・個数・単価・合計金

額を記載。

⑪輸出者の署名

インボイスとは、輸出者から輸入者へ渡される納品書兼代金請求書のことです。船積みされた

貨物の明細が記載されるとともに、代金の決済、輸出入申告などの処理にも使われます。商業送

り状と公用送り状とがありますが、一般的にインボイスとされるのは商業送り状です。

インボイス-INVOICE
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①作成年月日

インボイス番号

契約書番号

作成年月日は、インボイ

スを作成した年月日。

②輸入者名・住所

③積載船名

④船積年月日

⑤船積港

⑥陸揚港

⑦決済方法

支払期日や支払方法（T/T

【電信送金】、L/C【信用

状】）などを記載。

※L/Cの場合、信用状発行

銀行や信用状番号も記

載。

⑧信用状発行銀行

信用状番号

信用状発行日付

⑨荷印・荷番号

⑩船積みした荷物の詳細

商品名・個数・総重量・

容積を記載。

重量は、商品のみの重量

(Net)と梱包材込みの重量

(Gross)とに分ける。

⑪輸出者の署名

梱包明細書といい、パッケージごとに商品名・個数・重量・容積・荷印などを記載します。インボ

イスにも記載されるケースがありますが、パッキング・リストでは更に詳細な情報を記載します。輸

入者はパッキング・リストをもとに貨物の保管・荷さばきを行います。

荷印は、貨物を特定するために箱・梱包の見やすい位置に付けられます。付けられた

印と同じものが船積書類に記載されます。以下の記入例のように付けられることが多い

です。

①メインマーク（輸入者名の略称）

②サブマーク（契約番号等）

③仕向港

④ケースナンバー（合計でいくつケースがあるか識別できる）

⑤貨物の原産地表示

パッキング・リスト-PACKING LIST-

豆知識 荷印（Shipping Marks）について

①

②

⑤
④

1234
Bangkok

C/No. 1-50
Made in Japan

③

①②

③

⑤

⑥

④
⑦

⑧

⑨

⑪

⑩
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貨物の原産国を証明した書類で、各地域の商工会議所で発行されます。商工会議所所定の申請書を

記入し、作成したインボイスとともに提出し、内容確認後発行されます。輸入者が輸入通関手続きを

行う時に提出し、関税率の確認などの目的で使用されます。

①輸出者名・住所

②輸入者名・住所

③原産地国

④輸送の詳細

船積港・陸揚港・積載船名を

記載。

⑤荷印・荷番号

⑥船積みした荷物の詳細

商品名・梱包材質・個数を記

載。

⑦輸出者の署名

⑧商工会議所証明サイン

申請して基準が満たされてい

れば、証明サインされる。

原産地証明書-CERTIFICATE OF ORIGIN

豆知識 原産地証明書について

原産地証明書と一口に言いましても、「原産地証明書」や「特定原産地証明書」など

があります。「特定原産地証明書」とはどういうものなのかについて簡単にご説明しま

す。

特定原産地証明書

日本は多くの国と経済連携協定（EPA）を締結しています。その協定内での物品貿易で

は、日本からの輸出品は通常の関税率より低い関税率（EPA関税）の適用を受けることが

できます。この適用を受けるために必要になるのが、輸出品がEPAに基づく原産資格を満

たしていることを証明する「特定原産地証明書」です。
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船積依頼書-SHIPPING INSTRUCTIONS-

船積依頼書とは、通関業者へ船積みを依頼する書面です。輸出者にとっては、船会社に輸入者との

契約に合致した船荷証券（B/L）を作成してもらうための重要書類となります。必須項目を確認しな

がら丁寧に作成する必要があります。

①作成年月日

インボイス番号

作成年月日は、インボイスを

作成した年月日。

②荷主名・住所（通常は輸出者

名）

③荷受人

④輸入者名・住所

⑤荷受地

船積港と違う場合に記載

(内陸で貨物を預ける等)

⑥船積港（通常は輸出港）

⑦積載船名

⑧出港予定日

⑨荷卸港（通常は輸入港）

⑩引渡港

荷卸港と違う場合に記載。

(内陸で貨物の引渡をする等)

⑪荷印・荷番号

⑫船積みした荷物の詳細

個数・商品名・総重量・容積

を記載。

⑬運賃支払者

CIP条件の場合、運賃は輸出者

負担となるためFreight Prepaid

（運賃前払い）を選択する。

FOB条件などの場合、運賃は

輸入者負担となるためFreight 

Collect（運賃後払い）を選択

する。

⑭B/Lの発行地

⑮添付書類の詳細情報

添付書類名はもちろん、部数

も記載する。

⑯B/L（船荷証券）の必要部数

⑰運送会社名

船腹予約番号

②

③

④

⑤

①

⑧

⑨ ⑩

⑦

⑥

⑪ ⑫

⑬ ⑯

⑭

⑮

⑰
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